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（２）支援対象取組別の実施面積（A） 

令和３年度の実施面積81,743haを支援対象取組別にみると、地域特認取組が25,574ha

（全体に占める割合は31％。以下同じ。）、次いで堆肥の施用20,284ha（25％）、 

カバークロップ16,867ha（21％）、有機農業11,610ha（14％）の順となっている。 

 
        表２－３ 支援対象取組別の実施面積 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 支援対象取組別の実施面積割合 
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（３）作物区分別の実施面積（A） 

  

令和３年度の実施面積を作物区分別にみると、水稲が55,289ha（全体に占める割合が 

68％。以下同じ。）で最も多く、次いで麦・豆類11,302ha（14％）、花き・その他6,941ha 

（８％）、いも・野菜類6,269ha（８％）、果樹・茶1,943ha（２％）の順となっている。 

 

        表２－４ 作物区分別の実施面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図２－２ 作物区分別の実施面積割合 
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（４）地域ブロック別の実施面積（A） 

 

令和３年度の実施面積81,743haを地域ブロック別にみると、東北が21,033ha（全体に

占める割合が26％。以下同じ。）と最も多く、次いで北海道19,472ha（24％）、近畿が

15,876ha（19％）、北陸が7,749ha（９％）の順となっている。 

 

 表２－５ 地域ブロック別の実施面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３ 令和 3 年度地域ブロック別の実施面積割合 
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（５）地域ブロック別・支援対象取組別の実施面積（A） 

   

令和３年度の実施面積の最も多い東北ブロックにおいて、支援対象取組別にみると堆

肥の施用が7,866ha（全体に占める割合が37％。以下同じ。）と最も多く、次いで地域

特認取組4,852ha（22％）、カバークロップ3,095ha（15％）、長期中干し2,803ha（13％）、

有機農業2,286ha（11％）の順となっている。 

また、北海道ブロックの「リビングマルチ」は2,780haと全国の97％を占めるほか、近

畿ブロックの「地域特認取組」は12,247haは全国の48％を占めている。 

 

表２－６ 地域ブロック別・支援対象取組別の実施面積 
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表２－７ 地域ブロック別・支援対象取組の実施面積（令和２年度及び令和３年度） 
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表５　地域ブロック別・作物区分別の実施面積
単位：ha

北 海 道 19,472 100 (24) 3,226 17 (6) 8,397 43 (74) 3,295 17 (53) 68 0.3 (3) 4,487 23 (65) 

東 北 21,033 100 (26) 19,141 91 (35) 876 4 (8) 347 2 (6) 149 1 (8) 520 2 (7) 

関 東 5,794 100 (7) 4,147 72 (8) 305 5 (3) 804 14 (13) 380 7 (20) 159 3 (2) 

北 陸 7,749 100 (9) 6,353 82 (11) 223 3 (2) 64 1 (1) 10 0.1 (1) 1,100 14 (16) 

東 海 959 100 (1) 616 64 (1) 144 15 (1) 83 9 (1) 70 7 (4) 46 5 (1) 

近 畿 15,876 100 (19) 14,831 93 (27) 527 3 (5) 173 1 (3) 209 1 (11) 136 1 (2) 

中 国 四 国 3,887 100 (5) 3,205 82 (6) 101 3 (1) 251 6 (4) 175 5 (9) 156 4 (2) 

九 州 ・ 沖 縄 6,973 100 (9) 3,771 54 (7) 729 10 (6) 1,253 18 (20) 883 13 (45) 337 5 (5) 

合 計 81,743 100 (100) 55,289 68 (100) 11,302 14 (100) 6,269 8 (100) 1,943 2 (100) 6,941 8 (100) 

※　(　　)  は全国を100とした場合の割合である。

  果樹・茶   花き・その他  合    計   水稲   麦・豆類   いも・野菜類

構成比（％） 構成比（％）構成比（％）構成比（％）構成比（％）構成比（％）

（６）地域ブロック別・作物区分別の実施面積（A） 

 

令和３年度において実施面積の多い上位４ブロックを作物区分別にみると、 

① 東北においては、水稲が 19,141ha（全体に占める割合が 91％。以下同じ。）と全体

の９割を占め、次いで麦・豆類が 876ha（４％）となっている。 

② 北海道においては、麦・豆類が 8,397ha（43％）と最も多く、次いで花き・その他

4,487ha（23％）、いも・野菜類 3,295ha（17％）、水稲 3,226ha（17％）となってい

る。 

③ 近畿においては、水稲が 14,831ha（93％）と全体の９割を占め、次いで麦・豆類が

527ha（３％）となっている。 

④ 北陸においては、水稲が 6,353ha（82％）と全体の８割を占め、次いで花き・その他

が 1,100ha（14％）となっている。 

 

表２－８ 地域ブロック別・作物区分別の実施面積             
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２. 推進活動の実施状況 

 

（１）推進活動の実施件数 

 

令和３年度における、推進活動の実施件数を見ると「⑨中山間地及び指定棚田地域に

おける自然環境の保全に資する農業生産活動の実施」が25％と最も多く、次いで「①技

術マニュアルや普及啓発資料などの作成・配布」が20％の順となっている。 

  

表２－９ 令和３年度推進活動別・地域別実施件数（農業環境対策課作成） 

 

※表頭の①～⑪は推進活動であり、内容は以下のとおり。 

① 技術マニュアルや普及啓発資料などの作成・配布 

② 実証圃の設置等による自然環境の保全に資する農業の生産方式の実証・調査 

③ 先駆的農業者等による技術指導 

④ 自然環境の保全に資する農業の生産方式に係る共通技術の導入や共同防除等の実施 

⑤ ICT やロボット技術等を活用した環境負荷低減の取組 

⑥ 地域住民との交流会（田植えや収穫等の農作業体験等）の開催 

⑦ 土壌診断や生き物調査等環境保全効果の測定 

⑧ 耕作放棄地を復旧し当該農地において自然環境の保全に資する農業生産活動の実施 

⑨ 中山間地及び指定棚田地域における自然環境の保全に資する農業生産活動の実施 

（農業者団体等の取組面積の過半が中山間地又は指定棚田地域の場合に限る。） 

⑩ 農業生産活動に伴う環境負荷低減の取組や地域資源の循環利用 

⑪ その他自然環境の保全に資する農業生産活動の実施を推進する活動の実施 

 

（２）具体的な活動内容（都道府県中間年報告から抜粋・要約（D）） 

 

〇 環境保全型農業直接支払交付金の取組が最も多い市では、小学校農業科の認定を受け

ており、環境保全型農業に取り組んでいるほ場が取組農業者と児童との交流や学びの場

として利用されるなど教育的活用もされており、地域の特色ある取組として欠かせない

ものになっている。（福島県） 
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〇 田植えや収穫等の農作業体験等、地域住民との交流会の開催が多く行われており、そ

の結果、「より環境にやさしい農法で生産された農産物を選択する」という消費行動に

もつながっていくことが期待されている。（愛知県） 

 

〇 そばの作付けが進む産地では、そば打ち体験や試食イベント等を地域ぐるみで行い、

地域の活性化や環境保全型農業のＰＲにつなげている。農業者においては、消費者向け

に食農教育や生物多様性教育を目的とした農業体験会や生き物調査などの活動を各地

で実施し、子供連れでの参加を募るなどして、都市農村交流を図っている。（富山県） 

 

〇 「希少魚種等保全水田の設置」に取り組む「魚のゆりかご水田」は、平成13年度から

取組を開始しており、琵琶湖の湖辺地域で取り組まれている。その活動組織や支援団体

で構成する「琵琶湖とつながる生きもの田んぼ物語推進協議会」では、地域の活動組織

単位で生きもの観察会を開催し、地域の子どもたち、田んぼのオーナー、大学生など様々

な消費者に生きものとふれあう機会が提供されている。また、生産される米を「魚のゆ

りかご水田米」として、ブランド化による販売を進めている。（滋賀県） 

 

〇  農作業体験による地域住民との交流を実施し，環境保全型農業に対する理解促進が図

られている。（徳島県） 

 

〇 カバークロップについては、レンゲや菜の花等の栽培により、農業の有する多面的機

能の一つである良好な景観の形成に貢献している。 

SNSを活用したほ場の様子や作業風景の発信、学生の研修受入れ、野菜収穫体験の開催

等を実施することで、消費者に農業を身近に感じてもらい、環境保全型農業への関心を

推進する活動を実施している団体もある。 

また、有機農業を実施している団体の中には、就農希望者の体験受入れ、新規就農者

の研修受入れ等を実施し、仲間作り、地域作りを進めている例や、アイガモ農法に取り

組んでいる団体の中には、ヒナを水田に放鳥する際に、近隣の児童を招き、アイガモに

触れ、農作業の一環に関わってもらうことで、子供達へ農薬に頼らない農業への理解を

深めてもらう活動を実施している例もある。（岡山県） 

 

〇  ラジオ、テレビ、新聞、SNS、チラシ配布などにより、有機農業やあいがも農法の取

組、消費者交流会などに関する情報発信を行っている。消費者交流会は、春（田植え時）

及び秋（収穫時）に実施しており、春は、田植え、あいがもを田に放す作業やさつまい

もの定植などを行い、秋には稲刈り、さつまいも掘りなどを体験してもらっている。交

流会には、広島市、大阪市などから春には150人、秋には75人程度集まる。取組の効果と

しては、若い消費者を中心に有機農業やあいがも農法への理解が高まり、農産物に対し

て一定の需要が喚起されているほか、都市と農村の交流により地域の活性化につながっ

ている。（広島県） 
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３. 取組農業者団体等の概況 

 

令和３年度の実施件数(取組農業者団体数)は3,144件、取組農業者数は22,803人 

となっており、取組農業者数は令和２年度に比べて全国で537人減少している。 

主な要因としては、高齢化や人手不足による離農や取組の中止によるものである。 

なお、新規取組者や既存取組者の取組拡大により、取組面積は増加傾向にある。 

 

         表２－９都道府県別の実施件数（取組農業団体数）及び取組農業者数(人) 

                                                          （農業環境対策課作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※農業者数は、団体に所属している者及び、単独での取組を行った申請者の合算 


